
令和7年度一斉入所

申込書類の書き方



子どものための教育・保育給付保育認定（変更）
申請書兼保育施設・事業利用調整申込書

（以下「申込書」という）

【保護者欄】
・保護者は保育料振替口座名義人とする

【保育必要量】

・標  準：保護者いずれもが月120時間以上就労
・短時間：上記未満の場合、求職活動中の場合

【世帯構成欄】

・年齢は令和7年4月1日時点

【利用希望欄】
・希望保育施設・事業は通える範囲で記入する
・見学を済ませたかも記入する
・居住区以外も希望できる

全ての方に必要な書類（１－表）
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利用調整調査票（その１）全ての方に必要な書類（１－裏）

【父母の状況】
※育児休業中の場合
２項目からいずれかを選択し必ず☑をつける

【住所他市町村（予定）欄】
・令和６年１月１日時点で大阪市外に居住地が
あった場合、「令和６年度 課税証明書」を提出する。

【祖父母の状況】
同居もしくは１ｋｍ圏内居住で６５歳未満であり、保育
できない場合、「保育理由証明及び申告書」が必要。

【兄弟姉妹で利用申込をしている場合】

「一人だけでも利用するか」、「別々の保育所でも利
用するか」など、記載にしたがって選択する。
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全ての方に必要な書類（２－表）
利用調整調査票（その２）

【子どもの保育状況】
記入例にしたがって該当する欄に○や記入をする。
（認可外保育施設等に委託している場合、「認可外
保育施設への入所にかかる証明書」の提出があれば、
加点対象になる。）

【保健福祉センターでの健診受診】
受診状況に〇をつけ、受診年月、健診時に助言された
項目があれば記入する。

【健康状態欄】

・１年に１回以上の継続的な通院がある場合
・低出生体重児等で経過観察の通院がある場合
⇒「対象児童用診断書」の提出が必要です。

【アレルギー欄】
「あり」の方は、面接の際、詳しくお聞きします。
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全ての方に必要な書類（２－裏）
利用調整調査票（その２）

【生活状況欄】
現在のお子さんの状況について該当する項目に
○をする。

【障がい者手帳等欄】
手帳等をもっている場合、該当する項目に○をする。
（手帳の写しの提出が必要です）

【発達状況欄】
子どもの健康や発達に関して、家庭で気をつけて
いること・気になることがあれば記入する。
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全ての方に必要な書類（３）
個人情報に係る同意書及び利用申し込みに係る
確認書

【利用申込に際し、同意や確認が必要な事項】
必ず確認のうえ☑をつけ、保護者が署名する。
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全ての方に必要な書類（４）
個人番号記載用紙

【利用（希望）教育・保育施設等名欄】
第一希望の保育施設・事業を記入する

【保護者欄】
（申請者）は申込書の保護者と同じにする

【チェック欄】
記載した個人番号について、間違いがないか
確認し、チェックをつける。
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保育が必要な理由を証明する書類 就労証明書 雇用されている方（予定含む）・固定就労

【雇用されている方・雇用が決まっている方】
・右上の勤務先証明欄、Ｎｏ．１～１６を記入してもらう。
（該当しない項目は空欄で構いません。）
・シフト制で、就労時間（Ｎｏ．６）の記載ができない場合は
勤務時間の記載されたシフト表を添付する。

・下部の保護者記載欄以外は、すべて
勤務先に記入してもらう。
・保護者それぞれで１枚ずつ提出する。
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＜就労時間（Ｎｏ．６ ）＞
雇用契約上の就労時間が記入されているか
時短勤務ではなく、制度利用前の就労時間であるか

＜就労実績（Ｎｏ．７）＞
・育休・産休中の場合、休業前の実績が記入されているか
（育休・産休取得月を除いた、直近３か月であるか）
・日数に有給取得日数、休日出勤が含まれているか
・時間数に休憩・残業時間を含んでいるか

（注） 提出前にご自身でもご確認ください！



保育が必要な理由を証明する書類 就労証明書 雇用されている方（予定含む）・変則就労

【雇用されている方・雇用が決まっている方】
・右上の勤務先証明欄、Ｎｏ．１～１６を記入してもらう。
（該当しない項目は空欄で構いません。）
・変則就労で合計時間や具体的な就労日数等の記載が
困難な場合には勤務時間の記載されたシフト表を添付。

・下部の保護者記載欄以外は、すべて
勤務先に記入してもらう。
・保護者それぞれで１枚ずつ提出する。
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＜就労時間（Ｎｏ．６ ）＞
雇用契約上の就労時間が記入されているか
時短勤務ではなく、制度利用前の就労時間であるか

＜就労実績（Ｎｏ．７）＞
・育休・産休中の場合、休業前の実績が記入されているか
（育休・産休取得月を除いた、直近３か月であるか）
・日数に有給取得日数、休日出勤が含まれているか
・時間数に休憩・残業時間を含んでいるか

（注） 提出前にご自身でもご確認ください！
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保育が必要な理由を証明する書類 就労証明書 自営業の方

・保護者それぞれで１枚ずつ提出する
・自営業が確認できる添付書類が必要

【自営業者の方・自営専従者の方】
・個人事業主や経営者に勤務先証明欄、Ｎｏ．１～１６を
記入してもらう。

自営業を証明する添付書類
・最新の確定申告書（控）
・開業届出書の控え
・営業許可証の写し
・上記がない場合、開業にかかる経費の支出明細等

自営専従者を証明する書類
・事業専従者の内訳がわかる、最新の確定申告書（控）

※提出できない場合には、雇用されている方として就労証明
書を個人事業主や経営者に記入してもらう。

（注） 法人格を有する団体の代表及び役員は＜雇用されている方＞
の内容を記載してください。（自営業者ではありません）



保育が必要な理由を証明する書類 就学等証明書・求職活動状況申告書

【就学等証明書】
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・学校に【Ａ 就学等証明書欄】に
  記入してもらう

【求職活動中の方】
・【Ｂ 求職活動状況申告書欄】に記入する。
・求職活動状況が確認できるものがあれば添付する。



保育が必要な理由を証明する書類

疾病・障がい状況申告書、介護・看護状況申告書

【疾病欄】

医療機関が記入する欄と本人が記入
する欄があるので注意する

【障がい欄】

記入と併せて手帳の等級が確認でき
るページのコピーが必要

【介護・看護者記入欄】

介護・看護の状況は保育所入所後の
予定を記入し、介護・看護を受ける方は
その理由となる証明が必要。
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こどもまたは世帯の状況に応じて必要な書類

保育理由証明及び申告書（祖父母用）

・同居もしくは１ｋｍ圏内居住で６５歳未満の祖父母が
保育できない場合や、同居で２０歳以上のおじ・おば・
きょうだいが保育できない場合に必要。

・外勤欄は雇用主、疾病欄は医師、内職欄は発注者、
就学欄は通学先が記入する。

・自営業、出産、介護・看護欄は、本人が記入し、その
根拠となる書類も併せて添付する。
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該当する方それぞれで１枚ずつ提出する



こどもまたは世帯の状況に応じて必要な書類

認可外保育施設への入所にかかる証明書 通っている保育園に記入してもらう

令和６年度 課税証明書 令和６年１月１日時点で居住地が大阪市外の方のみ提出する
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優先利用申込書（保育士等用） 同案内１１～１２ページに従い、該当すれば必要書類を提出
する

《挟み込みなし》

《挟み込みあり》

利用申込の受付と併せて、面接を行います。申込の際には
必ず児童と一緒にお越しください。

対象児童用診断書 通っている病院の主治医に記入してもらう



最後に…
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・保育制度や申請書の書き方について多言語（日本語、英語、中国語、

  韓国・朝鮮語、ベトナム語）で説明する動画をご覧いただけます。

・育児休業給付金の延長手続きには、申込み書類の写しがハローワークで

求められます。利用保留となった場合には、育休延長手続きを行うことを

検討している方は、区役所への申込み提出前に申込み書類（全ページ）の

写しをとっておいてください。

大阪国際交流センターホームページ
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